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１．はじめに 

 

平成１４年１２月より、国内電力会社においてＯＦ（Oil Filled＝絶縁油入り）ケーブル設備中のケーブル

絶縁油へのＰＣＢ混入の有無の分析が行われ、その結果、分析の行われた一部のＯＦケーブル設備のケ

ーブル絶縁油から微量ＰＣＢの検出事例があることが判明しました。 

一方、ＰＣＢはその特性から地中送電線に使用されるＯＦケーブル用の絶縁油としては不適当であり、ＯＦケ

ーブルメーカはＰＣＢの混入は当然無いものと理解しておりました。 

その詳細は、本文「３．微量ＰＣＢ検出状況と混入原因の推定」に記載しておりますが、微量ＰＣＢ混入の多く

の事例は、昭和３０年代から昭和５０（１９７５）年までの間に施工されたＯＦケーブル設備の一部に見られます。

また、昭和５０年以降に施工されたＯＦケーブル設備の一部からも微量ＰＣＢが検出された事例がありますが、

いずれも昭和５０年以前に施工されたＯＦケーブル設備との関連があることが確認されております。このことは、

ＰＣＢ使用規制（通産省（当時）の行政指導（昭和４７年）、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に

よるＰＣＢの事実上の製造・使用等の禁止（昭和４９年）、電気事業法に基づくＰＣＢを含有する絶縁油を使用す

る電気機器の電路への施設の禁止（昭和５１年））以前に受け入れたケーブル絶縁油中への微量ＰＣＢの混入

を意味するものと推定されます。 

 今後のＰＣＢ拡散を未然に防止し、ＰＣＢ廃棄物の適正かつ効率的な処理に資するため、ＯＦケーブル設備へ

の微量ＰＣＢ混入の実態、その原因、ユーザへの情報提供等の対応方法等について、ＯＦケーブルメーカが電

力会社に協力する形で、調査、検討を行うとともに、ＰＣＢ拡散防止対策を進めて参りました。 

ここでは、一連の検討結果、対応方法について取りまとめを行い、ＯＦケーブル設備を保有するユーザへの

遅滞なき情報の開示と今後の対応についてのご理解を賜ることを目的として、現在の状況について報告を行う

ものであります。 
 
注） ＯＦケーブル設備の製造、施工を行ったＯＦケーブルメーカ各社は現在、協業による業務効率化を進めて

おり、住友電気工業㈱、日立電線㈱の本件関連事業は㈱ジェイ･パワーシステムズに、三菱電線工業㈱、昭和

電線電纜㈱の本件関連事業は㈱エクシムにそれぞれ、業務移管がなされております。また、古河電気工業㈱、

㈱フジクラの本件関連事業の内、技術・設計部門（技術事項お客様窓口）他が㈱ビスキャスに業務移管がなさ

れております。 

 従いまして、本件に関する窓口としては、以下の通りとなっております。 

 

製造、施工社 対応窓口社 

古河電気工業㈱ 

㈱フジクラ 
㈱ビスキャス 

住友電気工業㈱ 

日立電線㈱ 
㈱ジェイ･パワーシステムズ 

三菱電線工業㈱ 

昭和電線電纜㈱ 
㈱エクシム 
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２．ＯＦケーブル設備の概要及び製造・施工工程等の概要 

 

２－１ ＯＦケーブル設備 

 

 電力の送電・配電線系統においては、ＯＦケーブル設備は図２－１に示す箇所(黄色の部分)の６６ｋＶ以上の

地中送電設備としてもっぱら使われております。後述しますように、ＯＦケーブル設備は地下の専用トンネルや

管路内に布設され、一般公衆が直接触れうるものではありません。また、鉄塔や電柱上の架空布設で用いられ

ることもありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようなＯＦケーブル設備の構成概要を図２－２に示します。 

 ＯＦケーブル設備は一般に、ＯＦケーブル本体と中間接続部、および他の送電線系統と接続する終端接続部、

ＯＦケーブル内にケーブル絶縁油を供給・加圧する給油装置（油槽＋バルブパネル）で構成されております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ ＯＦケーブル設備の一例 

終端接続部 

中間接続部

油槽 

ＯＦケーブル
バルブパネル 

給油装置 

600V-6.6kV
級配電線 

水力発電所 

火力発電所 

１次変電所 ３次変電所 
一般需要家 

大工場

図２－１ 送電・配電系統におけるＯＦケーブル設備の使用箇所のイメージ
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ＯＦケーブルが使用されている範囲 
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（１）ＯＦケーブル 

 ＯＦケーブルは、油浸紙を絶縁体とする電力ケーブルです。図２－３に構造を示します。銅線を撚り合せた導

体の外側に、絶縁紙を巻きつけ絶縁体とし、その外側に金属被（アルミ被又は鉛被）を設けております。金属被

内にはケーブル絶縁油が圧入されています。金属被は連続押出加工された継目の無い構造であり、ケーブル

絶縁油が漏れる可能性は極めて小さいと考えられます。 

 また OF ケーブルの設置場所は、図２－４に示すように、通常、地下数ｍ～数十ｍに埋設された管路や洞道

の中であり、中間接続部も人孔（マンホール）内です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ ＯＦケーブルの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４ ＯＦケーブル設置場所 

 

 工場で製造されるＯＦケーブルの長さは数十～数百ｍ程度であり、これらを中間接続部により相互に接続す

る事によって、ＯＦケーブル線路が構築されます。中間接続部の例を図２－５に示します。 
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図２－５ ＯＦケーブル用中間接続部の例（66kV） 

 

 このようにして構築されたＯＦケーブル線路は、他の送

電系統と接続するために終端接続部が両端に設けられ

ます。架空送電線と接続する場合には気中終端接続部

が使用されます。その例を図２－６（ａ）に示します。一方、

ガス遮断器や油中遮断器と直結される場合もあり、前

者の場合はガス中終端接続部が、後者の場合は油中

終端接続部が使用されます。これらの終端接続部にお

いては、図２－６（ｂ）に示すようにＯＦケーブル内のケー

ブル絶縁油と遮断器等機器側内部のガスや絶縁油は

完全に隔絶された構造となっており、相互の流通はあり

ません。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－６ （ｂ） 油中終端接続部の構造説明 

約 1m 

図２－６ （ａ） 気中終端接続部の例（66kV）

  

ケーブル 
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その他に主な油浸紙絶縁ケーブルとして、ＰＯＦ（Pipe-type 

Oil-Filled）ケーブルがあります。このケーブルは、鋼管の中に

ケーブルコア（導体＋油浸絶縁体）を収め、油圧を加えたもの

です。図２－７に構造を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ケーブル絶縁油 

 ＯＦケーブル設備に使用されているケーブル絶縁油は、大別すると次のとおりです。 

         鉱油 

 絶縁油     （JIS C 2320 の 1 種 1 号） 

         ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ系合成油（以下、合成油と称します） 

          （JIS C 2320 の 2 種 1 号） 

 鉱油は合成油に比べ安価であり、主に６６～７７ｋＶのＯＦケーブル設備に使用されています。一方、合成油は

高価ですが、誘電特性、絶縁特性、熱劣化安定性の面で鉱油に勝っており、昭和４０年代以降の１５４ｋＶ以上

のＯＦケーブルに適用されています。 

 尚、ケーブル絶縁油としては、現在まで一貫して新油のみを使用しております。ＯＦケーブル用の再生油はあ

りません。 

 

（３）油槽 

 ＯＦケーブルは内部がケーブル絶縁油で満たされて

いるので、温度変化に伴う油量の増減や油圧変化を

補償する必要があります。その機能を担っているのが

油槽です。 

 油槽には様々なタイプがありますが、代表的な重力

油槽（FT）で構造を説明します。 

 図２－８に FT の概略構造を示します。 油槽内には

複数のセル（容積可変の小室）が設けられており、そ

の中のケーブル絶縁油（油槽内油と呼ぶ）が給油管を

通してＯＦケーブル内に繋がっています。 

 セルの外側もケーブル絶縁油（油槽外油と呼ぶ）で満たされています。油槽外油はセル内の油量変化をモニ

タする目的で封入されています。油槽外油はセルにより油槽内油とは隔てられており、油槽内油との出入りは

   図２－７ ＰＯＦケーブルの構造 
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ありません。 

 油槽は高所に設置され、その高低差によりＯＦケーブル内に圧力を掛けます。また、温度変化に伴う油量の

増減は、セルの容積が変わることで補償しております。 

 

２－２ ＯＦケーブルの製造設備・製造工程 

 

図２－９にＯＦケーブルの製造工程を示します。同図に示すように、ケーブル絶縁油を取り扱う工程以外は、

鉱油 OF ケーブルと合成油 OF ケーブルにおいて基本的に同一であり、いずれも共通の製造設備を用いて OF

ケーブルの製造を行っています。 

 ケーブル絶縁油は絶縁油メーカから購入した新油を受け入れタンクに受け脱気処理した後、精油タンクに貯

蔵し、ＯＦケーブル絶縁体に含浸させます。脱気処理とは、真空加熱により油中の水分・ガスを除去するもので

あり、別の成分を添加することは一切行っておりません。 

更に、ケーブル絶縁油のハンドリング・工程に関しては、ＯＦケーブルメーカではケーブル絶縁油へのコンタミ

等の混入は排除すべき最大の管理ポイントであり、ケーブル絶縁油種（鉱油及び合成油）それぞれに、工程管

理上最大限の注意を払った取り扱いを行っております。具体的には、ケーブル絶縁油はＯＦケーブルメーカで

の受入時より油種ごとに独立して、厳密な品質管理を行っている閉鎖系で流通させて最終製品形態まで管理し

ており、工程中においてクロスコンタミ（鉱油と合成油の混合）及びコンタミ（鉱油或いは合成油への「異物」の混

入）が生じ得ない品質管理、工程管理をそれぞれのケーブル絶縁油種ごとに行っております。 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

                 （大サイズ導体の場合）   （３心ケーブルの場合） 

 

図２－９ ＯＦケーブルの製造工程 
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２－３ ＯＦケーブル設備の施工工程 

 

 図２－１０にＯＦケーブル設備の施工工程を示します。 

 ＯＦケーブルメーカの工場で製造されたＯＦケーブルは、現地に運搬された後布設され、必要に応じて中間接

続部により相互に接続されるとともに、終端部の接続が行われます。また、給油装置が設置、接続されます。 

 ＯＦケーブルの接続作業時には、給油工具、給油管等の工事用機材を用いて作業用の油槽により、接続部

に油填を行います。また、新設設備の給油設備である油槽がＯＦケーブルと接続された時に、その油量を微調

整するために、作業用油槽からケーブル絶縁油の追加補給をする場合があります。 

作業用油槽内のケーブル絶縁油は、２－２項と同様に、絶縁油メーカから購入したケーブル絶縁油を脱気処

理したものです。ただし、油槽外油はその使用目的から厳密なガス量、水分量管理の必要がないために、ＯＦ

ケーブルメーカ工場で脱気処理をしたケーブル絶縁油を用いずに、絶縁油メーカから購入したケーブル絶縁油

をそのまま油槽内に封入しております。 

なお、給油装置である油槽本体のケーブル絶縁油封入前までの製造工程、及びバルブパネルや給油管の

製造工程や使用材料は、これらの設備が実際に使用されるＯＦケーブル設備のケーブル絶縁油種（鉱油また

は合成油）に関わらず、共通のものを使用しております。 

また、ＯＦケーブルの製造工程と同様に、ケーブル絶縁油へのコンタミ等の混入は、排除すべき最大の管理

ポイントであり、クロスコンタミ（鉱油と合成油の混合）及びコンタミ（鉱油或いは合成油への「異物」の混入）が

生じ得ない品質管理、工程管理をＯＦケーブル設備の施工工程においても行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１０ ＯＦケーブル設備の施工工程 
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油量補償・加圧 油量調整 

鉱油購入 

合成油購入 

受入タンク 脱気 工場内精油タンク
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作業用油槽

作業用油槽

保守・修理時の油量調整・加圧 

      鉱油の場合 

      合成油の場合 

施工対象線路のケーブル絶縁油種に応じて、いずれ

か 1 つを適用する。２種類が１工事で並存することは

ない。 
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２－４ 引渡し後の保守・修理・撤去工事等 

 

 ユーザに引き渡された後の設備管理は、電気事業法に基づきユーザが行いますが、ケーブル絶縁油の補充

を伴う修理・撤去工事・系統切替工事等は、通常ＯＦケーブルメーカに発注されます。 

 この時使用するケーブル絶縁油は、２－３項で説明したとおり、ＯＦケーブル設備新設時と同種のケーブル絶

縁油を同様に処理したものです。 

また、工事用機材についても新設時と同じ種類・同じ管理をした機材を使用しています。 

 

２－５ ＰＣＢ管理の実態 

 

 ＰＣＢは絶縁性能、耐熱性能に優れた絶縁油ですが、誘電率が大きいため、ＯＦケーブル用の絶縁油には不

適です。そのためＯＦケーブル用の絶縁油として適用したことは、過去にもありません。 

 従って、ＯＦケーブルメーカではＰＣＢを購入したことはありません。 

現在は（平成１５年以降）絶縁油メーカでのロット毎の分析、ＯＦケーブルメーカ工場内の定期分析等の管理を

実施しております。 
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３．微量ＰＣＢ検出状況と混入原因の推定 

 

３－１ 電気事業連合会集約データによるＯＦケーブル設備からの微量ＰＣＢ検出状況概要 

 

 平成１４年１２月～平成１５年３月末日までの間に、国内電力会社が自社保有設備に対して分析を行ったとこ

ろ、この間に分析されたＯＦケーブル設備の一部から微量のＰＣＢが検出されたとの連絡が国内電力会社から

ＯＦケーブルメーカ宛になされました。 

 これらの検出状況として、国内全電力会社における３月末時点での集計データを表３－１に示します。検出比

率は約１３％となります。なお、これらは調査目的でＯＦケーブルメーカ別、設置年代別、ＯＦケーブル設備部位

別等を考慮して選択されたデータを含むため、無作為抽出データではありません。従いまして、この検出比率

は実際よりは高めの値であると考えられます。また微量ＰＣＢの検出事例は、ＯＦケーブルメーカ各社に見られ

ます。 

 

表３－１ 全国電力会社の３月末日時点のＯＦケーブル設備からの微量ＰＣＢ検出事例集計結果 

項目 分析集計数 検出例集計 検出比率 

検出（※）総数 ５０１ ６７ １３．４％ 

※ 微量ＰＣＢの検出濃度は概ね０．５ｐｐｍ～５ｐｐｍの範囲にあり、検出最大値は１２５ｐｐｍであります。 

※ 分析集計の考え方については、添付資料１をご参照ください。 

 

微量ＰＣＢの混入の多くの事例は、昭和３０年代から昭和５０（１９７５）年までの間に施工されたＯＦケーブル

設備の一部に見られます。また、昭和５１年以降に施工されたＯＦケーブル設備の一部からも微量ＰＣＢが検出

された事例がありますが、詳細は３－２－４項に示すとおり、いずれも昭和５０年以前に施工されたＯＦケーブル

設備との関連があることが確認されております。以上のことは、ＰＣＢ使用規制（通産省（当時）の行政指導（昭

和４７年）、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律によるＰＣＢの事実上の製造・使用等の禁止（昭

和４９年）、電気事業法に基づくＰＣＢを含有する絶縁油を使用する電気機器の電路への施設の禁止（昭和５１

年））以前に受け入れたケーブル絶縁油中への微量ＰＣＢの混入を意味するものと推定されます。 

 なお、ＯＦケーブル設備の場合、ＯＦケーブル設備の一部引き換えによるＯＦケーブル設備の置換、あるいは

送電状況による温度変化に伴うケーブル絶縁油の移動の発生などがあるため、ＯＦケーブル設備内のケーブ

ル絶縁油は常に同じではありません。また、ＯＦケーブル設備によっては複数社のＯＦケーブル設備が接続され

ている事例もあり、ケーブル絶縁油の挙動及びＯＦケーブル設備の履歴はかなり複雑なものになります。従い

まして、検出されたＰＣＢが当初混入した箇所は、微量ＰＣＢが検出されたケーブル絶縁油の採取された箇所に

必ずしも一致する訳ではないと考えられます。 
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３－２ 微量ＰＣＢ検出データの分析、考察、検討 

 

 国内電力会社における３月末時点での集計データに、ＯＦケーブルメーカとして４月から６月中旬までに入手

したデータを加え、整理を行い、追加考察を実施致しました。データ総数は３月末時点よりも増加しております

ので、表３－１の値とは総数は一致いたしません。その結果を以下に述べます。 

 

３－２－１ 微量ＰＣＢ検出全データの集約後濃度分布 

 微量ＰＣＢ検出全データの集約後濃度分布を図３－１に示します。これを見ると、おおむね８０％強のデータ

（１３８件中１１４件）が０．５～５ｐｐｍの範囲にあることがわかります。 
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図３－１ 微量ＰＣＢ検出全データの集約後濃度分布 
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３－２－２ 製造年別の微量ＰＣＢ検出状況 

 次に、製造年別に見た微量ＰＣＢ検出状況について整理しました。分析データは全体で見た場合の他、油槽

外油、油槽内油、終端部、ケーブル・接続部について整理を行いました。 結果を以下に示します。 

 

（１）全データ 

 全データでの製造年別の検出結果を図３－２に示します。全部で１３８件の検出事例がありました。その内の

１０４件が昭和５０年以前のものであることがわかります。 

 

ＰＣＢ検出度数　年別分布
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図３－２ 微量ＰＣＢ検出 年別分布 

 

（２）油槽外油 

 油槽外油における製造年別の検出結果を図３－３に示します。全部で１５件の検出事例がありました。これら

は全て鉱油を使用したものであり、検出事例は全て、昭和５０年以前の製造であることがわかりました。 

 一般に、油槽外油は購入したままのケーブル絶縁油をＯＦケーブルメーカの製造及び施工工程を経ずにその

まま油槽に封入するものであり、その後の入れ替えや補給も行われないことが多いものです。 
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図３－３ 油槽外油の微量ＰＣＢ検出 年別分布 
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（３）油槽内油 

油槽内油における製造年別の検出結果を図３－４に示します。全部で４６件の検出事例がありました。油槽

外油と同様に、その多く（４３件）が昭和５０年以前のものであることがわかります。 

 

油槽のＰＣＢ検出　年別度数

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

昭
和
35
年
以
前

昭
和
36
-4
0年

昭
和
41
-4
5年

昭
和
46
-5
0年

昭
和
51
-5
5年

昭
和
56
-6
0年

昭
和
61
-平
成
2年

平
成
3年
-

度
数

 

図３－４ 油槽内油の微量ＰＣＢ検出 年別分布 

 

（４）終端部 

終端部における製造年別の検出結果を図３－５に示します。全部で１８件の検出事例がありました。その内

の１２件が昭和５０年以前のものであることがわかります。 
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図３－５ 終端部の微量ＰＣＢ検出 年別分布 

 

油槽内油のＰＣＢ検出 年別度数 
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（５）ケーブル・接続部 

ケーブル・接続部における製造年別の検出結果を図３－６に示します。全部で５９件の検出事例がありました。

その内の３４件が昭和５０年以前のものであることがわかります。他の検出部位と比較して昭和５１年以後のも

のの検出割合がやや高くなっておりますが、これはＯＦケーブルや接続部はＯＦケーブル線路の割り入れ引き

替え等の工事の際の対象物であるため、昭和５１年以後の製品であってもそれ以前のＯＦケーブルや接続部、

油槽などと接続されることによりケーブル絶縁油が流通、混合して、昭和５０年以前に布設されたＯＦケーブル

中のケーブル絶縁油に含まれていた微量ＰＣＢが混入する数量が、他のＯＦケーブル設備構成部位よりも多く

なることが原因と推定されます。このケーブル絶縁油接触による微量ＰＣＢ混入現象の詳細については、３－２

－４項にて検討致します。 

 

ケーブル・接続部からのＰＣＢ検出　年別度数
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図３－６ ケーブル・接続部の微量ＰＣＢ検出 年別分布 

 

（６）まとめ 

 以上の整理結果により、微量ＰＣＢ検出は昭和５０年以前に新設されたＯＦケーブル設備に多く確認されるこ

とがわかりました。昭和５１年以降新設のＯＦケーブル設備からの検出事例はこれに比べると少なくなっている

ことがわかります。 
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３－２－３ ＯＦケーブルメーカ別の微量ＰＣＢ検出状況 

 次に、ＯＦケーブルメーカ別に見た微量ＰＣＢ検出状況について整理しました。結果を以下に示します。 

 

ＰＣＢ検出度数　ＯＦケーブルメーカ別分布

0

10

20

30

40

50

60

70

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ

ＯＦケーブルメーカ名

度
数

 

図３－７ 微量ＰＣＢ検出 ＯＦケーブルメーカ別分布 

 

 微量ＰＣＢの検出事例は、ＯＦケーブルメーカ各社に見られます。今回の一連のデータには、調査目的から

ＯＦケーブルメーカ別、設置年代別、設備部位別等を考慮してサンプリングが行われたものが含まれております。

また、ＯＦケーブルメーカ各社の納入量は同一ではなく、違いがあります。従いまして、微量ＰＣＢの検出データ

をＯＦケーブルメーカ別に整理した場合、これらの影響を受けた結果になってしまいます。 

 このような影響を受けているために、無作為抽出データではないことを踏まえて図３－７を見ますと、微量ＰＣ

Ｂの検出は、いずれのＯＦケーブルメーカからも見られることがわかります。 

 更に、各ＯＦケーブルメーカ毎の検出事例の中には、当該ＯＦケーブルメーカ以外のケーブル絶縁油と接触、

流通が起き得ない条件のものが含まれております。 

 

３－２－４ ケーブル絶縁油種別の微量ＰＣＢ検出状況と接触媒介・伝播と考えられる分析事例について 

（１）昭和５０年を区切りとしたデータの整理 

 次に、ＯＦケーブル設備には鉱油と合成油を使用したものがありますので、これらの油種の違いによる微量Ｐ

ＣＢ検出状況について、検討を行いました。また、一般に、既設ＯＦケーブル設備に新規ＯＦケーブルが割り入

れ接続、引き替え等に使用される場合があります。このような場合、新規製品に既設ＯＦケーブル設備からのケ

ーブル絶縁油が混入することになります。この時、既設ＯＦケーブル設備のケーブル絶縁油に微量ＰＣＢが混入

している場合には、製造時点で微量ＰＣＢが混入していない新規ＯＦケーブルであっても割り入れ接続、引き替

え工事終了後には微量ＰＣＢが混入したケーブル絶縁油と混合する事となります。 

そこで、合成油ＯＦケーブル並びに昭和５１年以後の鉱油ＯＦケーブルからの微量ＰＣＢ検出データに関して、

昭和５０年以前に製造された既設ＯＦケーブル設備との割り入れ接続や引き替え等の履歴有無により区別を行

って整理いたしました。その結果を図３－８～９に示します。これらの図では、油槽外油、油槽内油、終端部、ケ

ーブル・接続部それぞれに区別して整理をしておりますが、油槽外油は他のケーブル絶縁油との接触、流通の

可能性がほとんどないので、接触、流通に関する考察を行ったグラフでは除外してあります。 

 これらの図からわかるように、合成油ＯＦケーブル及び昭和５１年以後製造の鉱油ＯＦケーブルからの微量Ｐ

ＣＢ検出事例においては、全て昭和５０年以前に新設されたＯＦケーブル設備のケーブル絶縁油と接触履歴の
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あるものであることが明らかとなりました。（＝新旧ケーブル絶縁油の流通、混合が起きる条件にある） また、

昭和５０年以前製造の合成油ＯＦケーブルからの微量ＰＣＢ検出事例のないこともわかります。 
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ものからは検出事例がない。 

昭和５１年以後新設品からの検出例において、昭

和５０年以前の鉱油ＯＦケーブルとの接触がある

もののみに検出事例が見られる。 

度数同一 

図３－８ 鉱油ＯＦケーブルにおける微量ＰＣＢ検出状況の整理
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図３－９ 合成油ＯＦケーブルにおける微量ＰＣＢ検出状況の

合成油ＯＦケーブルでは昭和５０年以前新設品からの
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（２）既設鉱油ＯＦケーブルからの微量ＰＣＢの拡散について 

 ここで、合成油ＯＦケーブルの検出事例における微量ＰＣＢ濃度が、接続されている既設鉱油ＯＦケーブル設

備での微量ＰＣＢ濃度とどのような関係にあるかについて、添付資料２に示す分析を実施いたしました。添付資

料２によりますと、全ての合成油ＯＦケーブルにおける微量ＰＣＢ検出濃度は、測定誤差やばらつきを考慮する

と、接続されている既設鉱油ＯＦケーブル設備での微量ＰＣＢ濃度よりも低くなっていることがわかります。 

従いまして、両者の間に濃度勾配が見られるということは、微量ＰＣＢが既設鉱油ＯＦケーブル設備から合成

油ＯＦケーブル設備に拡散してきたことを示すものであると推定されます。 

 

（３）昭和５０年以前の鉱油ＯＦケーブルと接触履歴のある検出例を除外した場合の整理結果 

 さて、以上述べたように昭和５０年以前の鉱油ＯＦケーブルと接触、流通、混合の条件にある、合成油ＯＦケー

ブル及び昭和５１年以降の鉱油ＯＦケーブルの検出事例を除外して、検出年別、ＯＦケーブルメーカ別の整理を

再度行いました。その結果を図３－１０，１１に示します。検出事例は全て、鉱油ＯＦケーブルのみであります。 

 

 

ＰＣＢ検出度数　年別分布(S50以前の接触履歴ありを除く）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

昭
和
35
年
以
前

昭
和
36
-4
0年

昭
和
41
-4
5年

昭
和
46
-5
0年

昭
和
51
-5
5年

昭
和
56
-6
0年

昭
和
61
-平
成
2年

平
成
3年
-

度
数

 
図３－１０ 昭和５０年以前の鉱油ＯＦケーブルとの接触履歴のある 

合成油ＯＦケーブル及び昭和５１年以降の鉱油ＯＦケーブルを除いた場合の 

微量ＰＣＢ検出 年別分布 
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ＰＣＢ検出度数　ＯＦケーブルメーカ別分布(S50以前の接触履歴ありを除く）
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図３－１１ 昭和５０年以前の鉱油ＯＦケーブルとの接触履歴のある 

合成油ＯＦケーブル及び昭和５１年以降の鉱油ＯＦケーブルを除いた場合の 

微量ＰＣＢ検出 ＯＦケーブルメーカ別分布 

 

 このように整理を行った結果、微量ＰＣＢの検出が見られるのは昭和５０年以前の鉱油ＯＦケーブルであること

の他に、ＯＦケーブルメーカ別では全データで整理した場合と同様にＯＦケーブルメーカ各社に検出例のあるこ

とがわかります。この整理データの中にも、ａ～ｆ社の全てにおいて、当該社以外のケーブル絶縁油と接触、流

通が起き得ない条件の微量ＰＣＢ検出事例が含まれております。 

 このように合成油ＯＦケーブル及び昭和５１年以降の鉱油ＯＦケーブルを除いた整理を行っても、ＯＦケーブル

メーカ別の検出例の傾向が同じであるということは、昭和５０年以前の鉱油ＯＦケーブルの微量ＰＣＢ混入原因

が、特定のＯＦケーブルメーカに関係のない要因である可能性を示すものと推定されます。 
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３－２－５ まとめ 

 以上の分析結果を整理すると、以下のような微量ＰＣＢ検出状況であることがわかります。 

① 微量ＰＣＢ検出全データの集約後濃度分布は、おおむね８０％強のデータ（１３８件中１１４件）が０．５～

５ｐｐｍの範囲にあることがわかりました。 

② 製造年代別に見た場合、昭和５０年以前に製造、施工されたＯＦケーブル設備からの検出事例が非常

に多く、昭和５１年以降の検出事例は少なくなっていることが示されました。 

③ また、油槽外油の鉱油からも、微量ＰＣＢの混入が見られることが示されました。一般に、油槽外油は

購入したままのケーブル絶縁油をＯＦケーブルメーカの製造・施工工程を経ずにそのまま油槽に封入

するものであり、その後の入れ替えや補給も行われないことが多いものです。 

④ 元となるデータがＯＦケーブルメーカ別、設置年代別、ＯＦケーブル設備部位別等を考慮してサンプリン

グされたものを含むこと、また各ＯＦケーブルメーカの納入量に差があるにも関わらず、ＯＦケーブルメ

ーカ別に整理したデータでは、いずれのＯＦケーブルメーカからも検出例のあることが明らかになりまし

た。このことは、微量ＰＣＢ混入の原因が、特定のＯＦケーブルメーカに関係のない要因である可能性を

示すものと推定されます。 

⑤ 合成油ＯＦケーブル設備からの検出事例は非常に少なく、また、その全てが昭和５０年以前の鉱油ＯＦ

ケーブル設備からの引き替え後に割り入れ接続された合成油ＯＦケーブル設備であり、既設の鉱油Ｏ

Ｆケーブル設備のケーブル絶縁油と混合し得る条件にあることがわかりました。あわせて既設鉱油ＯＦ

ケーブル設備の微量ＰＣＢ検出濃度よりも、合成油ＯＦケーブル設備の微量ＰＣＢ検出濃度は低くなっ

ていることも確認されました。既設の鉱油ＯＦケーブル設備は前記②に示される微量ＰＣＢ混入が多く

確認された昭和５０年以前のものであり、これが合成油ＯＦケーブル設備への微量ＰＣＢ混入の原因と

推定されること、昭和５０年以前の合成油ＯＦケーブル設備からの検出例がないことを考慮しますと、合

成油ＯＦケーブル設備における微量ＰＣＢ混入の可能性は、現在までのデータよりないと推定されま

す。 

⑥ 合成油ＯＦケーブル設備における分析と同様に、昭和５１年以降に製造、施工された箇所から検出され

た鉱油ＯＦケーブル設備の事例について、当該設備が昭和５０年以前に製造、施工された鉱油ＯＦケー

ブル設備と接続されているかどうかについて調査を行いました。その結果、昭和５１年以降に製造、施

工された鉱油ＯＦケーブル設備全てにおいて、昭和５０年以前の鉱油ＯＦケーブル設備と接続されてい

ることが確認されました。昭和５０年以前の鉱油ＯＦケーブル設備は前記②に示される微量ＰＣＢ混入

が多く確認された時代のものであり、これが昭和５１年以降の鉱油ＯＦケーブル設備への微量ＰＣＢ混

入の原因であることが推定されます。 

 

以上により、ＯＦケーブル設備からの微量ＰＣＢの検出は、昭和５０年以前に製造、施工された鉱油ＯＦ

ケーブル設備が元になっていたことが推定されます。 
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３－３ ＯＦケーブル設備への微量ＰＣＢ混入原因の推定 

 

 以上の微量ＰＣＢ混入状況の検討結果、並びにこれまでのＯＦケーブルメーカにおけるケーブル絶縁油使用

状況や製造・施工工程を踏まえますと、以下に列挙することが事実或いは推定される事象として挙げられます。 

 

３－３－１ ＯＦケーブルメーカ製造、施工工程における微量ＰＣＢ混入の可能性について 

 

（１）ＯＦケーブル用の絶縁油としてのＰＣＢの適合性と過去の取り扱い実績 

 ＯＦケーブルは送電における損失を低減させるために、比誘電率の低い絶縁油の使用が必要です。鉱油及び

合成油は、このような仕様に適合する特性（比誘電率約２．２）を有しております。 

 一方で、ＰＣＢは比誘電率が５～６程度もあり、ＯＦケーブル絶縁油の３倍近い損失を生じさせることになります。

このことから、ＯＦケーブル用の絶縁油としては不適当な特性であることより、ＯＦケーブルメーカではＰＣＢをＯＦ

ケーブル用の絶縁油として使用したことは一切ありません。 

 また、ＯＦケーブルメーカではＰＣＢを含有した製品の製造、販売を行った実績は一切ありません。 

 

（２）ＯＦケーブル製造・施工工程と微量ＰＣＢ検出の実態 

先に述べましたように、鉱油ＯＦケーブル設備と合成油ＯＦケーブル設備の製造及び施工工程はケーブル絶

縁油を取り扱う工程を除いては、両タイプのＯＦケーブルにおいて基本的に同一であり、いずれも共通の製造設

備を用いてＯＦケーブル本体及びその接続部材料、給油装置の製造を行い、これらを用いて建設されるＯＦケ

ーブル設備を、いずれも共通の工事用機材を用いて施工しております。 

更に、ケーブル絶縁油のハンドリング・工程に関しては、ＯＦケーブルメーカではケーブル絶縁油へのコンタミ

等の混入は排除すべき最大の管理ポイントであり、ケーブル絶縁油種（鉱油及び合成油）それぞれに、工程管

理上最大限の注意を払った取り扱いを行っております。具体的には、ケーブル絶縁油はＯＦケーブルメーカでの

受入時より油種ごとに独立して、厳密な品質管理を行っている閉鎖系で流通させて最終製品形態まで管理して

おり、工程中においてクロスコンタミ（鉱油と合成油の混合）及びコンタミ（鉱油或いは合成油への「異物」の混

入）が生じ得ない品質管理、工程管理をそれぞれのケーブル絶縁油種ごとに行っております。 

 一方、３－２節で検討を行いましたように、合成油ＯＦケーブル設備には微量ＰＣＢ混入の可能性がないと推定

されており、その一方で鉱油ＯＦケーブル設備には微量ＰＣＢ混入が生じています。 

 前述のように、ケーブル絶縁油種ごとにそれぞれ厳密な品質管理がなされ、ケーブル絶縁油を取り扱う工程

以外はケーブル絶縁油種の違いによらず共通の設備・機材を用いて製造、施工されたにも関わらず、合成油Ｏ

Ｆケーブル設備と鉱油ＯＦケーブル設備の間に微量ＰＣＢ混入状況の明確な違いが生じていることは、ＯＦケー

ブルメーカでの製造、施工工程とは関係のない理由により微量ＰＣＢが混入していたものと推定されます。ＯＦケ

ーブルメーカにおける製造及び施工工程での微量ＰＣＢ混入要因について図３－１２に示す微量ＰＣＢ混入要因

解析（ＦＴＡ）検討を行いましたが、ＯＦケーブルメーカにおけるケーブル絶縁油への微量ＰＣＢ混入要因を見出

すことはできませんでした。 

また、検出事例はいずれのＯＦケーブルメーカ製品にも見られること、各ＯＦケーブルメーカ毎の検出事例の

中には、当該ＯＦケーブルメーカ以外のケーブル絶縁油と接触、流通が起き得ない条件のものが含まれている

ことから、微量ＰＣＢ混入の原因が、特定のＯＦケーブルメーカに関係のない要因である可能性を示すものと推

定されます。 
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（３）まとめ 

 以上の考察により、ＯＦケーブルメーカの製造及び施工工程においてケーブル絶縁油に微量ＰＣＢを混入させ

たということは、極めて考えにくい状況にあることがわかります。 

 特に、合成油ＯＦケーブル設備と鉱油ＯＦケーブル設備からの検出状況の差及びその検討結果は、ＯＦケーブ

ルメーカの段階におけるケーブル絶縁油への微量ＰＣＢ混入の可能性を否定する材料であると推定されます。 

 

３－３－２ ＯＦケーブルメーカが受け入れた時点で微量ＰＣＢがケーブル絶縁油中に混入していた可能性とそ

の影響について 

 ３－３－１項に述べましたように、ＯＦケーブル設備への微量ＰＣＢ混入は、ＯＦケーブルメーカの製造及び施

工工程に関係ないことが推定されます。また、油槽外油からの検出事例は、ＯＦケーブルメーカが受け入れた時

点で微量ＰＣＢがケーブル絶縁油中に混入していた可能性を示唆するものであると考えられます。更に、ＯＦケ

ーブル設備からの微量ＰＣＢの検出は、昭和５０年以前に製造、施工された鉱油ＯＦケーブル設備が元になって

いたことが推定されています。 

 以上から、ＯＦケーブル設備への微量ＰＣＢ混入は、昭和５０年以前に受け入れた鉱油に起因することが推定

されます。 

しかしながら、昭和５０年以前の時代は世の中にＰＣＢが広く使用、流通されている時期であり、またＯＦケー

ブルメーカがケーブル絶縁油を購入する以前の段階におけるケーブル絶縁油のハンドリング等の実態は、ＯＦ

ケーブルメーカ自身では調査し得ない領域にある問題であります。 

なお、このようにＯＦケーブルメーカが微量ＰＣＢの混入した鉱油を受け入れた場合、この鉱油がケーブル絶

縁油を取り扱う工程において、その後に受け入れたＰＣＢ不含の鉱油と混合する事により濃度希釈され、微量Ｐ

ＣＢの伝播が生じた可能性は否定できません。また同様に、微量ＰＣＢが混入したＯＦケーブル設備について、Ｐ

ＣＢが混入していない新規ＯＦケーブル設備が割り入れ接続、引替え等に使用されたときは、接触媒介・伝播が

生じたと考えられます。しかしながら、３－３－１で検討したように、ＯＦケーブルメーカの製造及び施工工程にお

いて微量ＰＣＢを混入させたことは極めて考えにくい状況には、変わりはありません。 

 

３－３－３ まとめ 

 以上、微量ＰＣＢ検出データを元にＯＦケーブルメーカとしてこれまで実施した検討結果と、ＯＦケーブルメーカ

における製造、施工の実態を踏まえ、図３－１２に示す微量ＰＣＢ混入要因解析図（ＦＴＡ）を行いました。これを

元に、要因分析図としてまとめたものが図３－１３であります。前述の分析結果とこれらより、ＯＦケーブル設備

への微量ＰＣＢ混入現象については、ＰＣＢの法規制以前においては以下のように考えることが可能でありま

す。 

① 微量ＰＣＢ検出データについて、ＯＦケーブル設備の製造年、検出部位、ケーブル絶縁油種、布設され

た後の割入れや引替え工事の有無・履歴、検出濃度等について分析したところ、全てのＯＦケーブルメ

ーカの製品から微量ＰＣＢが検出されており、また、ＯＦケーブル設備からの微量ＰＣＢの検出は、昭和

５０年以前に製造、施工された鉱油ＯＦケーブル設備が元になっていたことが推定される。 

② ＯＦケーブルメーカはＰＣＢを含有した製品の製造、販売を行った実績は一切ない。鉱油ＯＦケーブル設

備と合成油ＯＦケーブル設備では、ケーブル絶縁油を取り扱う工程を除き製造及び施工工程は基本的

に同一であり、いずれも共通の製造設備を用いてＯＦケーブル本体及びその接続部材料、給油装置の

製造を行い、これらを用いて建設されるＯＦケーブル設備を、いずれも共通の工事用機材を用いて施工
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している。またケーブル絶縁油は、閉鎖系で油種毎に厳密な品質管理を独立に行っており、コンタミの

混入、クロスコンタミの発生は徹底的に排除されている。このような状況の下で、合成油ＯＦケーブル設

備へは微量ＰＣＢ混入の可能性がないと推定され、一方、鉱油ＯＦケーブル設備には微量ＰＣＢ混入が

生じていることから、ＯＦケーブルメーカの製造及び施工工程においてケーブル絶縁油に微量ＰＣＢを混

入させたことは極めて考えにくい。 

③ 製造後の入れ替えや他のケーブル絶縁油との接触、流通の機会がほとんどない油槽外油からの検出

事例からは、ＯＦケーブルメーカが受け入れた時点で微量ＰＣＢがケーブル絶縁油中に混入していた可

能性を示唆するものと考えられる。 

④ 以上から、微量ＰＣＢの混入は、ＰＣＢの使用等が規制されておらず、広く使用、流通されていた昭和５

０年以前に受け入れた鉱油に起因すると推定される。 

⑤ なお、ＯＦケーブルメーカが微量ＰＣＢの混入した鉱油を受け入れた場合、ケーブル絶縁油を取り扱う工

程において、その後に受け入れたＰＣＢ不含の鉱油への微量ＰＣＢの伝播が生じた可能性は否定でき

ない。また、微量ＰＣＢが混入したＯＦケーブル設備をその後に工事した際に、接触媒介・伝播が生じた

と考えられる。しかしながら、ＯＦケーブルメーカの製造及び施工工程において微量ＰＣＢを混入させた

ことは極めて考えにくい状況に変わりはない。 

⑥ しかし、ＯＦケーブルメーカ自身では、これ以上の原因の特定は現状では困難である。 

 

３－４ ＯＦケーブル設備への微量ＰＣＢ混入範囲の推定について 

 

このように混入原因の特定が不可能であることより、昭和５１年の法規制以前に施工された鉱油ＯＦケーブル

設備における微量ＰＣＢ混入範囲の限定については不可能であると考えます。 

 一方、昭和５１年のＰＣＢ法規制以後においては、新規の混入がないと推定されること、ＯＦケーブルメーカで

は新油の鉱油及び合成油のみを使用していること、などより、法規制後に製造、施工されたケーブル絶縁油へ

の微量ＰＣＢ混入はないと推定されます。 

但し､昭和５１年以後のＯＦケーブル設備であっても、昭和５１年の法規制前に製造、施工されたＯＦケーブル

設備と接続された設備においては、その工事の際における接触媒介・伝播が起きる可能性を否定できませんの

で、このような場合においては微量ＰＣＢが混入している可能性を否定することは困難であると考えます。 

 



〔発生事象〕 〔調査結果〕 〔判定〕

材料購入 調査可能範囲外のため、原因の特定不可能。 ？

絶縁油入荷 受け入れタンク 工場内ではＰＣＢを使用した履歴無し。購入油を貯めるのみ。 ×

絶縁油脱気処理 脱気処理 脱気ライン 工場内ではＰＣＢを使用した履歴無し。ライン自体に混入要素なし。 ×

精油貯油 精油タンク 工場内ではＰＣＢを使用した履歴無し。タンク自体に混入要素なし。 ×

導体

ＯＦケーブル設備等製造

紙巻 油の混入要素なし。 ×

乾燥 油の混入要素なし。 ×

金属被覆 加工油の使用があるが金属被内側に入る可能性なし。 ×

注油 精油タンクから注油するのみ。他の混入要素なし。 ×

防食層被覆 ケーブル内部とは無関係。 ×

油槽

バルブパネル

OFケーブル設備等製造

給油管

作業用油槽

絶縁油給油工具

（ギアポンプ等）

給油管

導体接続 接続工程で油は扱わない。 ×

ＯＦケーブル設備施工 油浸紙巻き 工場内浄油で含浸。密閉され輸送されるため混入の恐れなし ×

鉛工 鉛工時、油は扱わない。 ×

真空注油 作業用油槽から注油するのみ。他の混入要素なし。 ×
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既設ＯＦケーブル設備への割り入れ・
引替え・改修工程に使用される資機材

○：原因と特定  △：可能性を否定できない　×：原因ではない明確な根拠あり　？：不明

一部加工油を使用するものはあるが、鉱油ＯＦケーブル設備及び合成油ＯＦケーブル設備は、給油管の製造工程が同一で
あり、いずれも共通の設備を用いて製造を行っているにもかかわらず、合成油ＯＦケーブル設備でのＰＣＢ混入事例がないと
考えられることから、この可能性はない。

×

現地既設ＯＦケーブル線路のケーブル絶縁油に接触した工具その他資機材については、既設ＯＦケーブル線路でＰＣＢが混
入していた場合、それによる混入の可能性を否定できない。

△

一部加工油を使用するものはあるが、鉱油ＯＦケーブル設備及び合成油ＯＦケーブル設備は、給油管の製造工程が同一で
あり、いずれも共通の設備を用いて製造を行っているにもかかわらず、合成油ＯＦケーブル設備でのＰＣＢ混入事例がないと
考えられることから、この可能性はない。

一部加工油を使用するものはあるが、鉱油ＯＦケーブル設備及び合成油ＯＦケーブル設備は、作業用油槽の製造工程が同
一であり、いずれも共通の設備を用いて製造を行っているにもかかわらず、合成油ＯＦケーブル設備でのＰＣＢ混入事例がな
いと考えられることから、この可能性はない。

×

一部加工油を使用するものはあるが、鉱油ＯＦケーブル設備及び合成油ＯＦケーブル設備では、絶縁油給油工具の製造工
程が同一であり、また、市販品を利用したものもあるが、これらはいずれも共通の設備を用いている。これにもかかわらず、
合成油ＯＦケーブル設備でのＰＣＢ混入事例がないと考えられることから、この可能性はない。

×

ＯＦケーブル
設備の輸送

輸送過程において他の油の混入なし。 ×

工事用機材
製造/組立

×

×

一部加工油を使用するものはあるが、鉱油ＯＦケーブル設備及び合成油ＯＦケーブル設備は、バルブパネルの製造工程が同
一であり、いずれも共通の設備を用いて製造を行っているにもかかわらず、合成油ＯＦケーブル設備でのＰＣＢ混入事例がな
いと考えられることから、この可能性はない。

×

給油設備
製造

×

図３－１２　ケーブル絶縁油への微量ＰＣＢ混入要因分析ＦＴＡ
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ＯＦケーブルメーカー内工程における、
ケーブル絶縁油への微量ＰＣＢ混入に
ついて検討したものである。

加工油の使用はあるが、鉱油ＯＦケーブル及び合成油ＯＦケーブルは、導体の製造工程が同一であり、いずれも共通の設備
を用いて製造を行っているにもかかわらず、合成油ＯＦケーブル設備でのＰＣＢ混入事例がないと考えられることから、この可
能性はない。

ＯＦケーブル設備
施工工程

ＯＦケーブル
製造工程

一部加工油を使用するものはあるが、鉱油ＯＦケーブル設備及び合成油ＯＦケーブル設備は、油槽本体の製造工程が同一
であり、いずれも共通の設備を用いて製造を行っているにもかかわらず、合成油ＯＦケーブル設備でのＰＣＢ混入事例がない
と考えられることから、この可能性はない。



PCB検出

[割り入れ、引替え、改修]

注） ：PCB混入要因とは考えられない

：PCB混入要因としての可能性を否定できない
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図３－１３　ＯＦケーブル線路へのＰＣＢ混入要因（ＯＦケーブルメーカー内工程）
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４．ＯＦケーブル設備量と微量ＰＣＢ混入設備量の推定 

 

４－１ ＯＦケーブル設備ユーザ数 

 

 ＯＦケーブル設備は全国の電力会社（北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、

中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力、電源開発）で使用される以外に、特高受電等を必要とする設備を

有する電力会社以外のユーザにおいても一部、使用されております。ＯＦケーブル設備量の把握を行う中でＯＦ

ケーブル設備を使用するユーザを明らかにすることは、今後の微量ＰＣＢ管理を進める上で重要なことでありま

す。そこでＯＦケーブルメーカ各社の納入実績を合併・社名変更等を考慮した上で整理・再集約を行いました。 

 その結果現時点で、電力会社以外のユーザ最大数は１６４社であることが明らかとなりました。 

 

４－２ ＯＦケーブル設備量（ＯＦケーブル長及びケーブル絶縁油量）について 

 

 次に、日本全国に布設されているＯＦケーブル設備量を年代別に整理する事を行いました。 

電力会社のＯＦケーブル長については、電気協同研究会（電力会社、重電機メーカ、電線メーカ、学識経験者

を会員として、電力会社の要請により電力分野の各種調査研究を実施する社団法人）にて調査した平成１０年

末時点でのデータがありますので、これを利用してまとめを行いました。 

電力会社以外のユーザのＯＦケーブル長については全国ベースで集約されたデータが存在しないことから、

ＯＦケーブルメーカ各社の納入実績表を集約、整理する事によりまとめを行いました。 

 電力会社、電力会社以外のユーザそれぞれの集約結果を表４－１、表４－２に示します。なお、ケーブル絶縁

油量の推定は、66kV 級、154kV 級、275kV 級それぞれで代表的ＯＦケーブルサイズの基準油量をそれぞれの

ＯＦケーブル長に乗ずる事により推定を行いました。具体的なケーブル絶縁油量算出の考え方は、添付資料３

に示します。 

さて、２－１節（２）項で述べましたように、１５４ｋＶ級以上のＯＦケーブル設備での合成油の適用は昭和４０年

頃から徐々に進み、昭和４６年以降納入の１５４ｋＶ級以上のＯＦケーブル設備については、全て合成油が使用

されています。このことは、微量ＰＣＢ混入の可能性があるＯＦケーブル設備量の限定を加える事が可能なこと

を意味します。 

しかしながら合成油ＯＦケーブル設備が、既設の鉱油ＯＦケーブル設備の引き替えなどで使用され接続される

ケースがあります。このような場合は、万一既設の鉱油ＯＦケーブル設備に微量ＰＣＢが混入しているとその影

響を受ける可能性があるので、対象から除外する事はできません。 

このことから、引き替え工事の実施が行われた場合のある１５４ｋＶ級ＯＦケーブルについては、微量ＰＣＢ混

入の可能性のあるＯＦケーブル設備から完全に除外することは困難であると考えられます。 

一方で、２７５ｋＶ級の鉱油ＯＦケーブル設備は、２７５ｋＶ級のＯＦケーブル設備の実用化初期に発電所構内

等の独立した構内連系線として使用されたもののみであります。このようなＯＦケーブル設備はその後の長距離

地中送電設備実用化時期に建設された他のＯＦケーブル設備と交わる事がありませんので、他の２７５ｋＶ級の

合成油ＯＦケーブル設備のケーブル絶縁油と混じる可能性はありません。 

従いまして、昭和４６年以後の２７５ｋＶ級のＯＦケーブル設備であれば全て合成油のみが使用されているの

で、微量ＰＣＢ混入可能性があるＯＦケーブル設備から除外することが可能となります。 

以上のことから、表４－１においては昭和４９年以降の、表４－２においては昭和５０年代以降の２７５ｋＶ級の
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ＯＦケーブル設備を、微量ＰＣＢ混入の可能性を完全に否定できないＯＦケーブル設備のカウントからはずすこと

が可能です。そこで、微量ＰＣＢ混入を完全に否定できないＯＦケーブル設備が含まれる箇所は、表中に明示し

ました。 

 そこで、表４－１、表４－２においては上記を考慮したＯＦケーブル設備量の推計も合わせて実施いたしまし

た。 

 

表４－１ 電力会社のＯＦケーブル設備量（ＯＦケーブル長及びケーブル絶縁油量） 

昭和34～38年 87 198,840 41 94,530 0 0 128 293,370
昭和39～43年 617 1,483,206 898 2,189,290 38 180,480 1,553 3,852,976
昭和44～48年 1,554 3,748,608 1,003 2,384,770 383 2,737,740 2,940 8,871,118
昭和49～53年 1,104 2,480,766 726 1,770,190 584 4,768,350 2,414 9,019,306
昭和54～58年 652 1,342,128 505 1,205,240 544 3,037,140 1,701 5,584,508
昭和59～63年 377 736,260 271 631,580 739 4,759,830 1,387 6,127,670
平成1～5年 320 662,646 224 592,650 406 3,167,955 950 4,423,251
平成6～10年 175 397,236 120 280,680 163 1,103,340 459 1,781,256
Total 4,886 11,049,690 3,789 9,148,930 2,857 19,754,835 11,532 39,953,455

ＯＦケーブル長合計 11,532 km
ケーブル絶縁油量合計 39,953 キロリットル

(66～154kV級全て＋昭和48年以前の275kV級全て）
ＯＦケーブル長合計 9,095 km
ケーブル絶縁油量合計 23,117 キロリットル

ＯＦケーブル設備全体

微量ＰＣＢ混入を完全に否定できない設備全体

年代別
66kV級 154kV級 275kV級

ＯＦケーブ
ル長(km)

ケーブル絶
縁油量(㍑)

ＯＦケーブ
ル長(km)

ケーブル絶
縁油量(㍑)

ＯＦケーブ
ル長(km)

ケーブル絶
縁油量(㍑)

ＯＦケーブ
ル長(km)

ケーブル絶
縁油量(㍑)

総合計

 
注） 平成１１年以降のデータは未収集であります。 

 

表４－２ 電力会社以外のＯＦケーブル設備量（ＯＦケーブル長及びケーブル絶縁油量） 

～昭和29年 136 220,411 0 0 0 0 136 220,411
昭和30年代 353 874,836 4 22,893 0 0 357 897,729
昭和40年代 685 1,633,948 84 378,855 20 75,014 789 2,087,817
昭和50年代 249 599,747 63 207,917 50 175,291 362 982,955
昭和60年～平成6年 52 135,058 83 383,185 12 51,907 148 570,150
平成7年～ 14 40,339 48 139,468 0 595 62 180,402
Total 1,490 3,504,339 282 1,132,318 83 302,807 1,855 4,939,464

ＯＦケーブル長合計 1,855 km
ケーブル絶縁油量合計 4,939 キロリットル

(66～154kV級全て＋昭和40年代以前の275kV級全て）
ＯＦケーブル長合計 1,792 km
ケーブル絶縁油量合計 4,712 キロリットル

ＯＦケーブル設備全体

微量ＰＣＢ混入を完全に否定できない設備全体

ＯＦケーブ
ル長(km)

ケーブル絶
縁油量(㍑)

年代別
66kV級 154kV級 275kV級

ＯＦケーブ
ル長(km)

ケーブル絶
縁油量(㍑)

ＯＦケーブ
ル長(km)

ケーブル絶
縁油量(㍑)

総合計
ＯＦケーブ
ル長(km)

ケーブル絶
縁油量(㍑)

 

 

 以上より、表４－１と表４－２の合計でみると、ＯＦケーブル長合計は約 13,400km、ケーブル絶縁油量総計は

約 44,900 キロリットルであると推定され、その内、微量ＰＣＢ混入の可能性を完全に否定する事ができないＯＦ

ケーブル長合計は約 10,900km、そのケーブル絶縁油量総計は約 27,900キロリットルであると推定されます。 

 このことより、微量ＰＣＢが混入している可能性があるＯＦケーブル設備量については、表４－３に示すようにま

とめられます。ＯＦケーブル長では約 1,400km、ケーブル絶縁油量では約 3,600ｷﾛﾘｯﾄﾙのものに微量ＰＣＢ混入
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が起きていると推定されます。 

 

表４－３ 全国のＯＦケーブル設備量及び微量ＰＣＢ混入が想定されるＯＦケーブル設備量 推定結果 

 ＯＦケーブル長 ケーブル絶縁油量

Ａ 全国のＯＦケーブル設備量 約 13,400km 約 44,900 ｷﾛﾘｯﾄﾙ

Ｂ Ａの内、微量ＰＣＢ混入を完全に否定できないＯＦケーブル設備量 約 10,900km 約 27,900 ｷﾛﾘｯﾄﾙ

Ｂの内、微量ＰＣＢが混入しているＯＦケーブル設備量の比率 

（表３－１より） 
約 13% 

Ｃ 
Ｂの内、微量ＰＣＢが混入していると推定されるＯＦケーブル設備量

（参考値） 
約 1,400km 約 3,600 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

注） 表３－１の調査はＯＦケーブルメーカ別、設置年代別、ＯＦケーブル設備部位別等を考慮して抽出された検

出事例を含むデータからの推定値であるので、１３％という値は高めの値であると推定されます。 

 

４－３ ＯＦケーブル設備の線路数について 

 

 次に、ＯＦケーブル設備の線路数の推定を行い、あわせて微量ＰＣＢ混入が起きているＯＦケーブル線路数に

ついて推定を行いました。 

 

（１）電力会社のＯＦケーブル設備 線路数 

 Ａ電力会社のＯＦケーブル線路数は約 500 線路であります。これに対して、全電力会社の微量ＰＣＢ調査分析

データ数、全電力会社のＯＦケーブル設備のデータ、Ａ電力会社ＯＦケーブル設備のデータを元に、全電力会社

のＯＦケーブル線路数とその内微量ＰＣＢ混入が起きていると考えられるＯＦケーブル線路数の推定を行いまし

た。その結果を表４－４に示します。 

但し、全電力会社の調査・分析数は、当初微量ＰＣＢが検出されたＯＦケーブル設備と同時期のものを選択し

て調査された結果でありますので、検出比率としては無作為抽出して調査した場合よりも高い数値となることに

注意が必要です。 

 

表４－４ 全電力会社のＯＦケーブル線路数並びに微量ＰＣＢ混入が想定されるＯＦケーブル線路数 推定結果 

 ＯＦケーブル線路数 

Ａ 全電力会社のＯＦケーブル設備量 約 1,200線路 

Ｂ Ａの内、微量ＰＣＢ混入を完全に否定できないＯＦケーブル設備量 約 1,000線路 

Ｃ Ｂの内、微量ＰＣＢが混入していると推定されるＯＦケーブル設備量 約 150線路 

      注）推定方法については添付資料４を参照してください 

 

 以上より、約 1,200 線路が全電力会社のＯＦケーブル設備の線路数と推定されます。この内、微量ＰＣＢ混入

を完全に否定できないＯＦケーブル線路数は約 1,000線路で、この内約 150線路に微量ＰＣＢ混入が起きている

と推定されます。 
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（２）電力会社以外のユーザのＯＦケーブル設備 線路数 

 ＯＦケーブルメーカ各社の納入実績件名の総和として、電力会社以外のユーザのＯＦケーブル線路数につい

て推定を行いました。その結果によると、1,282 件の納入実績が得られました。納入件名の中には、一部引き替

え需要に伴うものなども含まれるため、納入件数＝電力会社以外のユーザのＯＦケーブル線路数とはなりませ

ん。このために、前記数量は電力会社以外のユーザのＯＦケーブル線路数の最大数（この値は絶対に超えない

数）であると認識することができます。 なお、電力会社以外のユーザのＯＦケーブル線路数はこのように統計

がなく、かつ不確定な要素が多いため、微量ＰＣＢ混入が起きていると考えられるＯＦケーブル線路数の推定な

どは行うことはできません。 

 

４－４ ＯＦケーブル設備量等の推定結果のまとめ 

 

 以上より、ＯＦケーブル設備に関しては、ユーザ数、ＯＦケーブル設備量、ＯＦケーブル線路数について以下の

ようにまとめられます。 

 

（１）ＯＦケーブル設備を保有するユーザ数 

 全国で電力会社も含めたユーザ数は、最大でも１７５社であることがわかりました。このことは、全てのユーザ

が明確になっていることを意味します。 

 

（２）微量ＰＣＢ混入が想定されるケーブル絶縁油総量 

 微量ＰＣＢが混入していると考えられるケーブル絶縁油量は、約 3,600 ｷﾛﾘｯﾄﾙであることが推定されました。 

 

（３）微量ＰＣＢ混入が想定されるＯＦケーブル長 

 微量ＰＣＢが混入していると考えられるＯＦケーブル長は、約 1,400kmであることが推定されました。 

 

（４）微量ＰＣＢ混入が想定されるＯＦケーブル線路数 

 微量ＰＣＢが混入していると考えられるＯＦケーブル線路数は、全電力会社においては約 150 線路である事が

推定されました。 

 

注） 上記（２）～（４）の推定数値はＯＦケーブルメーカ別、設置年代別、線路部位別等を考慮して抽出されたデ

ータによる検出事例からの推定値であるので高めに推定されています。 
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５．ＯＦケーブルメーカのこれまでの対応・今後の対応 

 

５－１ これまでの対応について 

 

ＯＦケーブル設備の製造・施工及び既設設備の改修・保全・撤去工事に際しては、ケーブル絶縁油への微量

ＰＣＢ混入が明らかになった以降、ＯＦケーブルメーカとして以下の対策を実施し、ＰＣＢ汚染拡大を防止する措

置を施しております。 

 （１）工場でのケーブル絶縁油を取り扱う工程の健全性確認 

 添付資料５～８に示すように、ＯＦケーブルメーカ各社で現在使用している工場設備のケーブル絶縁油を取り

扱う工程においてＰＣＢ分析を実施しました。その結果ＯＦケーブルメーカ各社のケーブル絶縁油を取り扱う工

程及び同工程に使用する設備がＰＣＢ不含であることを確認しました。更に、これら設備のＰＣＢ不含を確認す

るために、今後定期的なトレースにより健全性維持を進めてまいります。 

 （２）工事用機材の健全性確認 

 添付資料５～８に示すように、ＯＦケーブルメーカ各社の工事用機材についても同様にＰＣＢ分析を実施しまし

た。その結果各工事用機材がＰＣＢ不含であることを確認しました。また、これらの工事用機材については使用

履歴の管理を徹底して、ＰＣＢが混入したＯＦケーブル設備における使用履歴を明らかにし、かつＰＣＢが混入し

たＯＦケーブル設備に使用した工事用機材については、その後他工事への転用を行わないことにより、当該工

事用機材及びそれらを工事に使用することによるＰＣＢ混入拡大防止を可能に致しております。 

（３）新規購入ケーブル絶縁油の健全性確認 

 ＯＦケーブルメーカ各社の工場及び工事において使用するために購入するケーブル絶縁油について、受け入

れ時点でＰＣＢ不含の確認を実施しています。 

（４）まとめ 

以上のことから、現状のＯＦケーブルメーカ各社の工場設備・工事用機材における健全性が確認されたことに

なります。 

 

５－２ 既設ＯＦケーブル設備の工事を実施する際の各ユーザへの対応について 

 

 前記のＯＦケーブルメーカ各社の対応を実際のユーザ設備工事で反映させるために、ＯＦケーブル設備に対し

て何らかの工事を実施する場合には、ＰＣＢ混入の可能性に関する情報提供をユーザに対して実施致しており

ます。更に、ＰＣＢ混入が確認されたＯＦケーブル設備の工事を実施する際には、ＰＣＢ拡散防止措置を講じた

上での作業を実施しております。 

 

５－３ 今後のＰＣＢ不含確認・拡散防止措置の徹底について 

 

今後とも、前述いたしました対応を確実に実施することにより、ＯＦケーブルメーカ各社ともＰＣＢの不含確認・

拡散防止、及びＰＣＢ不含が証明されたＯＦケーブル設備の納入に努めていく所存でございます。 
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５－４ 関係諸機関、ＯＦケーブル設備ユーザへの各種協力と情報提供について 

 

今後、既に本件について承知されている電力会社以外の全てのユーザに対して、微量ＰＣＢが混入したＯＦ

ケーブル設備の取り扱いに関する技術情報の提供や助言、分析機関の情報の提供を、積極的に行って行きま

す。 

また、引き続き、微量ＰＣＢ混入事例の情報収集に努めるとともに、国の機関等での検討に際しては、ＯＦケ

ーブルメーカとして貢献可能な技術的事項についての情報開示等、積極的に協力して参ります。 

 

６．おわりに 

 

 以下に、本問題に関する考え方についてまとめ、結言と致します。 

 

（１）ＯＦケーブル設備に使用されているケーブル絶縁油から微量ＰＣＢ混入が検出されたことについて、ＯＦケー

ブルメーカとして可能な範囲で検討を進めてまいりました。その結果、ＯＦケーブルメーカの製造及び施工工

程において微量ＰＣＢを混入させたことは極めて考えにくい状況にあるとの結論は得られましたが、ＯＦケー

ブルメーカ段階における調査によっては、混入原因を特定することはできませんでした。 

（２）このためＰＣＢ規制以前に製造、施工されたＯＦケーブル設備（規制後であっても接触媒介による汚染の可

能性のあるものを含む）に使用されているケーブル絶縁油中へのＰＣＢ混入の可能性を否定できず、ＰＣＢ

拡散防止措置が必要となるものと思われます。 

（３）しかしながら、ＯＦケーブル設備は電気事業法により適切に保守管理され、かつ、ユーザは限定できていま

す。また、ケーブル絶縁油に手を触れるような保守・撤去等の工事は、通常ＯＦケーブルメーカが実施してい

ます。このため５章に記載した対策を講じることを徹底することにより、ＰＣＢ拡散を完全に防止することが可

能であると考えます。 

 

以上の内容を踏まえて、ＯＦケーブル設備を使用しているユーザに対して、微量ＰＣＢが混入したＯＦケーブル

設備の取り扱いに関する技術情報の提供や助言、分析機関の情報の提供を積極的に実施したいと考えており

ます。また、引き続き、微量ＰＣＢ混入事例の情報収集に努めるとともに、国の機関等での検討に際しては、ＯＦ

ケーブルメーカとして貢献可能な技術的事項についての情報開示等、積極的に協力して参りますので、今後と

も一層のご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。 

以上 

 

 




